
 

 

 

 

 

 

 

 

地域ケア会議等推進のための手引き 

（Part２） 

～住民主体の地域包括ケアを多職種で効果的に実践するために～ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成２６年３月 

山梨県福祉保健部長寿社会課 

地域包括ケア推進研究会 



 

本県の平成 25年 4月 1日現在の高齢者人口は 22万 1,823人で、高齢化率は前年度比 1ポイ
ント増の 25.7％、全国より 1 年早いペースで高齢化が進んでいます。また、介護が必要な認知
症高齢者は 2万 3,352人で、前年度より 14.0％（2,876人）の大幅増となり、初めて高齢者人口
全体の 1 割を超えました。最近では認知症高齢者の行方不明問題等様々な支援困難事例が浮か
び上がり、個々の対応や公的サービスだけでは解決が難しい時代が到来したように思います。 
本県では、平成 23 年度から「地域包括ケア推進研究会」を継続して開催しており、「高齢者

個人に対する支援の充実と、それを支える社会基盤の整備を同時に推進していくことにより、地

域包括ケアシステムを構築していくためのひとつの手法」とされる地域ケア会議を促進するため

に、そのあり方や実践に必要な方法論等について検討してきました。併せて、平成 24年からは、
各市町村等における地域ケア会議の実践を支援するアドバイザー派遣事業を県内大学の研究者

等の協力を得て実施し、具体的な取り組みを支援してきました。    
こうした取り組みの成果として、昨年度は、地域ケア会議の実施主体である市町村及び地域包

括支援センターの皆様が、その実践や充実を図る際に役立つと思われる概念の整理や推進の方法

論等をまとめた「地域ケア会議等推進のための手引き～市町村・地域包括支援センターの視点か

ら～」（平成 25年 3月発行）を作成し、県内市町村の方々を中心に活用していただいています。
こうしたことにより、本県の市町村等における地域ケア会議の取り組みは、着実に進んでいると

思いますが、取り組みを進めてきた中で、多職種連携や地域住民との協働の視点が課題としてク

ローズアップされてきました。国においても、本県と同様の課題認識のもと、「地域ケア会議の

推進」が重要視され、その法的根拠が現在国会で審議されている介護保険制度の改正案（平成

27年 4月施行）に盛り込まれています。 
本年度の地域包括ケア推進研究会では、地域ケア会議が重要視される背景や現場の実践課題を

踏まえて、住民主体の地域包括ケアを多職種で効果的に実践していくことを主テーマとして、地

域ケア会議に関わる専門職にメンバーに加わってもらう中で検討を進めてきました。その中で見

出された課題解決のための方策等を本手引き（Part2）にまとめることができました。昨年度の
手引きが地域ケア会議の枠組みを示したものであれば、本手引きは、その枠組みを住民及び多職

種の方々と共に動かしていくための原動力になるものです。本手引きが地域ケア会議に関わる多

くの皆様にご活用いただき、より充実した地域ケア会議に向けた議論や実践が展開されることを

願います。 
 最後に、継続して、地域包括ケア推進研究会のメンバーとして、また実践を支援するアドバイ

ザーとして、本手引き作成の中心を担っていただきました、山梨学院大学の竹端寛先生、山梨県

立大学の伊藤健次先生、望月宗一郎先生をはじめ、多忙な業務の中ご協力をいただきました地域

で地域ケア会議に関わっている専門職の皆様、各圏域の市町村及び地域包括支援センタ－の代表

者、県・市町村社会福祉協議会の代表者、各保健福祉事務所の担当者の皆様に対し、深く感謝い

たしますとともに、厚く御礼申し上げます。   
山梨県福祉保健部長寿社会課 課長 山本 日出男 

はじめに 



 
この「手引き」は、山梨の地域包括ケア推進の最前線で取り組むメンバー達が、現場で感じた

困難を乗り越える為にはどうしたらよいか、を整理した、ある種の「道しるべ」であり、「困難

の乗り越え方」に関する「レシピ集」のような存在です。この「手引き」の特徴は、①「動的プ 
ロセス」、②「3つの視点」、③「7つの要素」に整理出来ます。 
 まず、「動的プロセス」については、昨年度の「手引き」で、このように定義づけました。 
『地域ケア会議とは、自分の住んでいる地域でよりよい支え合いの体制づくりを作るためのツー

ルであり、単に会議を開催すれば良いのではなく、各地域の実情に基づいて、地域づくりの展

開のプロセスの中で、開催形式や方法論を柔軟に変えていくことが求められる、動的プロセス

である。』 

1年間の研究会での議論や、アドバイザー派遣による支援などを通じて、私たちが最も大切に
してきたことは、この「動的プロセス」です。こちらが予め「正解」を用意して、それを現場に

「当てはめる」ということはしませんでした。各現場で起きている「課題」の背景にある「困難

な物語」を読み解き、その要因を分析する中で、各現場固有の解決方策を、それぞれ見つけ出そ

うとする「動的プロセス」を重視してきました。 
 ただ、それらの「動的プロセス」を整理してみると、現場での「困り事」は、大きく分けて「3
つの視点」から分析出来ることが見えてきました。それが、「地域ケア会議への医療や多職種の

参画」「自立支援に資するケアマネジメント支援」「住民主体の地域づくりへの展開」です。「手

引き」後半では、この「3つの視点」からどのような現場の変容課題が浮かび上がるか、を整理
しています。 
 そして、これらの「現場の変容課題」を、研究会メンバーの発言を元に要素分析したのが、「7
つの要素」であり、それを体系化したのが、6 ページに掲載された体系図です。この体系図は、
平成 25年 3月に出された国の地域包括ケア研究会報告『地域包括ケアシステムの構築における
今後の検討のための論点』と一見似ていますが、実は大きく違います。国の図では、「本人・家

族の選択と心構え」「すまいとすまい方」「生活支援・福祉サービス」の 3 つを土台としていま
す。一方私たちの体系図では、土台の部分を、「個人や地域の実態・特性の理解」と「自己・他

者・地域の変容課題の自覚化」として、その2つを、＜内省・対話＞とラベリングしています。 

 過去 2年間の研究会のプロセスの中で、本当に地域を変えたければ、まず地域支援に携わる

個々人が、行政や地域包括支援センターなどの立場を超えて、「自分は何をしたいのか」「あなた

は何を求めるか」という「内省と対話」を繰り返すことから始めなければならない、ということ

に気付くことができました。具体的な「戦略」や「戦術」は、この「内省と対話」を繰り返す中

で、明確化されるのだ、と。そんな気づきの数々を、この「手引き」の中に盛り込みました。 

 この「手引き」が、皆さんの「内省と対話」から「戦略」「戦術」に至る「動的プロセス」の

伴走役になることを願っております。 

 

地域包括ケア推進研究会とりまとめ役 山梨学院大学 准教授 竹端 寛 
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第1章 

 
 
 
 

１ 地域包括ケア推進研究会等における検討経過と内容 

 
 本県における地域包括ケアの実現を目指して、充実した地域ケア会議が実践されること 
を目的に、本年度も「地域包括ケア推進研究会」の継続開催による推進上の課題等に対す 
る協議や各市町村における実践を支援するアドバイザー派遣等に、関係者の参画を得て取 
り組んできました。 
 
年度当初には、平成 24年度に作成した「地域ケア会議等推進のための手引き～市町村・ 

地域包括支援センターの視点から～」の作成経緯や内容、活用等について説明するととも

に、地域ケア会議の取り組みを始めている市町の活動内容を聞きながら、具体的な方策等

について学び合う、「地域ケア会議等推進研修会」（参考資料 p.90）を圏域単位で行いまし
た。 
研修開催にあたって、地域ケア会議の実施状況や実践する中での課題を把握するために、

県内全市町村にアンケート（平成 25年 8月時点）を実施しました。その結果、地域ケア会
議を実施しているのは 19 市町村（70.4％）、実施していないのは 8 市町村（29.6％）でし
たが、会議実施の有無は別として、地域ケア会議の取り組みを強化しているのは 10市町村、
強化していきたいと考えているのは 13市町村、未定としているのは 4市町村でした。本年
度中に、新しく 4市町で取り組みを始めたので、本県の 23市町村（85.2％）で地域ケア会
議が実施されています。 
なお、実践する中での課題として次のような内容があげられていました。 

 
≪地域ケア会議を実践する中での主な課題≫ 
１）個別課題の積み上げから地域課題への引き上げや地域づくりへの展開が十分ではない。 
・ 課題を住民と共に考える仕組みづくり 
・ 地域ネットワークづくりの手法 
・ 地域課題の発見と支援ネットワークづくりのために、きっかけとなる事例の把握

方法 
・ 地域課題に対する関係機関や専門職の課題解決への支援 
・ 個別課題解決機能の促進・充実のために有効な関係者間の連携 
・ 医療と介護・福祉の連携 

多職種・機関を交えた地域ケア会議等推進のための取り組み 
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２）会議への当事者（本人、家族等）の参加に躊躇してしまう、どのような体制で参加

してもらうとよいか悩む。 
・ 個別事例の取扱には個人情報の漏れに十分な配慮が必要（複数の事例を取扱うよ

うな場合の参加） 
・ 当事者の思いが確認できるメリット、専門職だけの検討のメリットもある。 

３）関係者も多忙で検討に時間がかけられない、特に医療分野、医療関係者の参加依頼を

躊躇してしまう。 
４）既存会議、関係機関による会議等、地域ケア会議としての位置づけや各々の関係性、

関連性が不明確 
・ 地域ケア会議として取り扱う基準 

５）庁内等関係者間における地域ケア会議の共通認識が持ちにくい。 
 
 平成 24年度に引き続き、地域ケア会議の推進を図るために、具体的な支援を希望する市 
町村にアドバイザー派遣を行ないました。平成 25年度に新しく派遣を希望したのは 5市町 
（甲府市、富士吉田市、北杜市、甲斐市、市川三郷町）、平成 24年度からの継続支援とし 
て、5市町（都留市、韮崎市、中央市、昭和町、南部町）へアドバイザーを派遣しました 
（参考資料 p.98）。支援内容は、各市町の現状を踏まえたものであり、取り組みのプロセス 
において、適時アドバイザーによる助言等支援を活用してもらったことにより、それぞれ 
に、「組織内や地域の関係者と、地域ケア会議の共通認識を持つための働きかけや場づくり 
ができた」「地域を知り、地域の方々との協働を目指した展開が始まった」「介護支援専門 
員の自立支援に資するケアマネジメント支援のための地域ケア会議に取り組めた」「我が街 
の地域包括ケアの実現に資する地域ケア会議を含む体制づくりを描けた」等の成果があり 
ます。実施主体である市町村又は地域包括支援センターの実践プロセスを共有し、プロセ 
スに沿って行われる課題整理や関わり方の提案等、アドバイザーによる支援の有効性は、 
活用市町からの高い評価を得ています。 
 
平成 23年度から実施している「地域包括ケア推進研究会」（以下、研究会とする）の平 

成 25年度の主な内容は、前記の≪地域ケア会議を実践する中での主な課題≫や地域の関係
者の声等を踏まえて、「地域ケア会議への医療職等多職種の参画」及び「地域ケア会議の地

域づくりへの展開について」であり、地域包括ケア推進研究会メンバー（以下、メンバー）

に、新しく、介護支援専門員、訪問看護師、作業療法士、医療ソーシャルワーカーの参加

を得る中で効果的な方策等を協議し、県内市町村や地域包括支援センター、関係団体・者

等への普及を図ることとしました。 
アドバイザーと事前協議を行う中で、協議テーマを設定し、テーマに沿った話題提供を

メンバーより得て研究会で協議、研究会での協議内容を深め次の協議に積み上げていくた

めに、研究会後にメンバーには宿題（課題シート）への取り組みをお願いしました。宿題



3 
 

の内容は、各メンバーの経験や立場における課題整理であり、自分自身のあり方や今まで

の取り組みの振り返りと考察、自分又は自分の組織が地域ケア会議に主体的に関わるため

に必要なことの言語化等でした。 
3回の研究会と 4回の宿題のサイクルを振り返ったときに、研究会で得られた内容に加え

て、このプロセスこそ、重要であったと考えます。現状を変えていこうとするときには、「自

分自身の行動（事実）をベースに振り返る」「自分を知り、他者を知る」こと（内省）と自

分が振り返ったことを開示し話し合うこと（対話）が大切であり、このサイクルを繰り返

すことによって自らの体験に学ぶことができます。特に専門職等関係者には、その資質の

向上のために、内省したことを日々の実践に活かすことが求められています。更に、住民

等との協働のプロセスにおいても大切にしたい視点です。このことは、次項でまとめてい

る「住民や多職種・機関とともに、効果的な地域ケア会議を実践するために必要な要素」

にそのままつながるものです。 
 
研究会に絡めて、地域包括支援センター職員を対象とした「地域包括支援センター職員

研修（現任者研修）」において、地域ケア会議の実践を 3つの視点で、実践報告と分科会形
式によるグループ討議、全体会により学び合いました。 

 
≪3つ視点≫  
①地域ケア会議への医療や多職種の参画 
②自立支援に資するケアマネジメント支援 
③住民主体の地域づくりへの展開 
 

 平成 26年 2月に本県が大きなダメージを受けた雪害後の研修会であったこともあり、雪
害によって明らかとなった地域の状況や支援の課題等を念頭においたディスカッションと

なりました。想定外の事実から学ぶ必要な支援のあり方、改めて当事者や住民の主体性と

は？自立支援とは？の問い直し、地域の力の再認識やその強化等、どのような地域づくり

が必要か、その中で自分たちの役割は何か等について、より自分事として考えることがで

きました。研修のまとめとして、雪害についての話し合いが地域づくりを考えるテーマと

して大変有効であり、今回のような話し合いを地域ケア会議の場で、住民や関係者ととも

にしてみることがアドバイザーから提案され、研修会後には、多くの市町村において雪害

をテーマとした話し合いが展開され、地域のことを自分事として考え合う機会となりまし

た。 
  
これら、それぞれの取り組みがつながる中での学びの充実が実践への糧になったと考え

ます。本年度取り組みの全体像は次のとおりです。 
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＜平成25年度地域包括ケア推進研究会等取り組みの全体像＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

宿題「課題シート①」 

第 1回研究会の感想と今後地域ケ

ア会議を推進するために優先し

て議論すべきことの意見聴取→

必要な検討内容“住民や多職種と

ともに効果的な地域ケア会議を

行うための方策を探ること” 

Ｈ25年12月 

9日    

・事前アンケートの実施により市町村等の地域ケア会議の取り組み状況の把握 

・Ｈ24年度「地域ケア会議等推進のための手引き」の作成経緯・内容等説明 

・手引き等に基づき、地域ケア会議等推進の意義等研修、課題や方法等の意見交換 

・「地域ケア会議への専門職の関わり」「地域ケ

ア会議の地域づくりへの展開」について、メ

ンバーからの話題提供を踏まえて協議 

 

第1回地域包括ケア推進研究会   

地域ケア会議等推進研修会 ※保健福祉事務所単位で実施     

Ｈ25年5月    ・各市町村等における地域ケア会議の推進のためのアドバイザーの派遣希望調査の実施 

・派遣市町村の決定、派遣等支援体制の構築  

市

町

村

へ

の

ア

ド

バ

イ

ザ

ｌ

派

遣

に

よ

る

支

援 

 

年

間   

Ｈ26年1月 

27日    
・「住民や多職種等とともに効果的な地域ケア

会議を行うためのコツを探る～それぞれの

立場や所属で生まれる“視点や認識のズレ”

を超えるための変容課題」について、メン

バーからの話題提供を踏まえて協議 

・雪害体験も踏まえて、「地域ケア会議に住民

や多職種等が主体性を持って取り組む（参画

する）ための視点や方策」について協議 

・手引き（Part2）の内容検討 

Ｈ26年2月 

28日    

Ｈ25年8月 

9・19・26日 

第2回地域包括ケア推進研究会   

第3回地域包括ケア推進研究会   

Ｈ26年2月 

27日    

地域ケア会議等推進のための手引き（Part2）作成 

宿題「課題シート③」 

地域ケア会議に私や私の関わる機

関・組織・専門職が「自分事」と

して関わるために必要なこと等の

意見聴取 

宿題「課題シート②」 

住民や多職種との協働（連携）を

前提に、それぞれの立場等で生ま

れる視点や認識のズレを超えるた

めの取り組みや変容課題をメンバ

ー自身の体験等から振り返り考察 ・「地域ケア会議の実践」を地域ケア会議への

多職種の参画等、3つの視点から実践報告と

グループ討議、全体会により研修 

  

地域包括支援センター職員現任者研修 

宿題「課題シート④」 

手引き掲載を前提に、効果的な地域

ケア会議を行うための要素につい

て、「課題シート③」の再考 



5 
 

２ 住民や多職種・機関とともに、効果的な地域ケア会議を実践するために 

必要な要素 

 

ここでは、前項でまとめた検討過程において言語化された、地域包括ケア推進研究会メ

ンバーの意見を集約しカテゴリー化する中で明確にすることができた、効果的な地域ケア

会議を実践するために必要な要素（押さえておきたい基本的な内容や条件等）について示

します。 

必要な要素が７つのカテゴリー（①～⑦）に分類されました。 

①個人や地域の実態・特性の理解 

②自己・他者・地域の変容課題の自覚化 

③地域ビジョン（目指す姿）の理解と共有 

④地域ケア会議の目的・機能の理解と共有 

⑤地域ケア会議の運営の工夫・配慮 

⑥地域ケア会議の実践の評価と継続 

⑦個人や地域を理解・支援するための専門性の研鑽 

この要素のそれぞれが必要であるとともに、それぞれの要素は連動し合っていること、

更に、要素の関連性を押さえながら取り組むことが、効果的な実践のために重要であるこ

とが確認できました。 

この全体像について、構造化したものが＜図１＞になります。 

全体の内容を説明すると、大樹が根を張る土壌部分に、実践のための土台と考える要素

「①個人や地域の実態・特性の理解」と「②自己・他者・地域の変容課題の自覚化」を位

置づけ、個人や地域を理解すること、又そのプロセスを踏む中で、自己や他者、地域を見

つめ直し（内省）、その内容を話し合い、フィードバックすること（対話）によって、お互

いを理解し、つながることができ、信頼関係が構築され、地域包括ケアが実現される豊か

な土壌ができるということを大事に考え、『内省・対話』というラベルを付けました。 

土壌に立つ大樹の幹の部分に、実践のための戦略と考える要素「③地域ビジョン（目指

す姿）の理解と共有」と「④地域ケア会議の目的・機能の理解と共有」を位置づけ、『課題・

目的・目標の明確化』というラベルを付けました。 

幹から伸びる枝・葉の部分に、実践のための戦術と考える要素「⑤地域ケア会議の運営

の工夫・配慮」と「⑥地域ケア会議の実践の評価と継続」を位置づけ、『運営・実践・評価』

というラベルを付けました。 
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そして、どの部分（段階）にも影響する要素として「⑦個人や地域を理解・支援するた

めの専門性の研鑽」を大樹に注いでいる日光をイメージして加えています。 

 

＜図１＞ 効果的な地域ケア会議の実践に必要な７つの要素 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 
 

 地域ケア会議に取り組もうとするときに、運営等方法論（枝・葉の部分）が先行してし

まい、取り組みの土台となる個人や地域の主体（土壌の部分）が無い中で、地域ケア会議

の目的等（幹の部分）が議論されがちですが、対象の理解や自覚化があるからこそ、主体

的に地域ビジョンを語り合うことができ、地域ビジョンを達成するための地域ケア会議で

目指すものが明らかになると考えます。その上に、地域の実情に応じた運営の工夫や実践

の積み重ねがあることで、地域ケア会議が充実され、地域包括ケアの実現に近づくことが

できると考えます。 

 要素を構造化した＜図１＞については、実践のプロセスにおいて、どの部分につまずい

ているのか、どこまでの実践ができているのか、プロセスの中身を評価するための指標に

も活用できるものと考えています。 

 

以下、要素①～⑦の意味するところについて、説明を加えるとともに、各要素の内容に

ついてより理解を深めてもらうために、地域包括ケア推進研究会等の取り組みプロセスに

おいて、地域包括ケア推進研究会メンバーが自らの経験や考えを振り返り、言語化・文章

化したものを細分化し、具体例として示しました。 

 

 

① 「個人や地域の実態・特性の理解」 

地域ケア会議の実践が目指す先にあるものは地域包括ケアの実現であることは、平成 25

年 3月発行の「地域ケア会議等推進のための手引き～市町村・地域包括支援センターの視

点から～」（山梨県福祉保健部長寿社会課・地域包括ケア推進研究会）（以下、昨年度発行の手引き

とする）でも整理したところであり、地域ケア会議が“誰のための取り組みであるか”を

問い直せば、それは、地域で生活する個人であり地域全体であり、地域ケア会議は個人や

地域が主体性をもって参画できるものでなければなりません。そのためには、まず、個人

や地域の想いや主体性を支援の中心とする中で、過去から現在に至る個人や地域の生活、

そこで起こってきた（いる）こと、生活ニーズ等をしっかり知るところから始める必要が

あります。そして、個人や地域から得られた情報や課題等を専門的な視点も加えて整理し

た上で、共にその地域に住む者として住民や多職種等関係者が、課題の認識を深め共有し

ていく必要があります。このプロセスにおいては、個人や地域の強みや自立を信じる姿勢、

信頼関係の構築を図ることも大切にしてもらいたいポイントです。 
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≪細分化された具体例≫ 

■個人や地域の想いや主体性を支援の中心とする。 

 個人や地域の想いや歴史を尊重する。 

 個人や地域のストレングス（強みや力）に着目する。 

 支援者側の考えを基準に動きがちだが、個人や地域の真の想いに寄り添う姿勢、

個人や地域の自立を信じる姿勢を持って関わる。 

 個人や地域が「どうありたいか」「どうしたいか」等想いに気づき、表出や共有で

きることを支援する。 

■地域の生活や起こっていることを知るところから始める。 

 この地域にはどんな人が住んでいて、どんなことを語っているのかを聴きに行く。

地域で今起こっていることについてそこに住む人が語ることを聴くことにより、

地域の情報が収集できるとともに地域に関わる一歩が踏み出せる。 

 支援者側が考える課題やテーマの把握ではなく、地域に住む人たちが考えている

こと、暮らし方、悩み等を聴き取る。 

 地域のニーズに触れることを大切にする。 

■地域のデータを分析し特性、課題を整理する。 

 地域の人口や人口推移、高齢者数や高齢化率、高齢者の医療や介護の様子、医

療や介護の給付状況、地形や産業、歴史等様々なデータを、地域全体で、また

は地区毎に把握する。 

 現在ある（存在する）地域資源（地域のベース）を再確認する。 

 “ないもの探し”より“あるものを活かす”ことを大切にする。 

 関係部署の担当者が自分達の持つ地域データを持ち寄る。 

■地域の課題を地域の人や多職種等関係者と一緒に見出す。 

 把握した地域の現状等をまとめ、地域へフィードバックする。 

 地域で聴いたことをカテゴリー化し、地域の強みや良さ、課題等をわかりやすく

まとめ、地域へフィードバックし、自覚や共有を促す。 

 困り事を抱える当事者、家族の生活を支える、地域住民の暮らしを守る（予防）

という様々な視点から課題（問題）を捉え相互の情報を共有（総合化・見える化）

していく。 

 より多くの関係者と考えることにより、地域の課題が様々な側面から明らかにな

りやすい。 
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 共に課題に向かうための信頼関係や意識を高める。 

 

② 自己・他者・地域の変容課題の自覚化 

（地域ケア会議への参画、住民や多職種等との連携を「自分事」として捉え

るための変容） 

地域包括ケアの実現を目指す地域ケア会議を実践するためには、庁内の体制づくり、住

民や多職種等関係者との協働等が不可欠であるとともに、大きな課題でもあります。この

ような課題を解決するための出発点は、関係する一人ひとりがまず自己を知り、他者や地

域を知ることです。自己や他者、地域の考えや経験等を見つめ直す内省を自ら行う（働き

かける）ことで、自己の弱点や壁を乗り越え、相手への理解を深めることができ、連携や

地域ケア会議への参画が自分事となり得ます。住民や多職種等関係者と対話する（話し合

いやフィードバックする等）がより質の高い内省を導きます。 

 

≪細分化された具体例≫ 

■自分自身（所属や職種も含めて）を知る。 

 自分にできることは何か、できないことは何か、自分は何が得意で何が苦手なの

かを振り返り、自覚する。 

 自分自身の弱点を知る。 

弱点を知ることで、その弱点を補ってもらえる職種や人材を得ることができる。 

 自分の中の壁を取り払う事により、住民や多職種等関係者との関係性がスタート

する。 

 それぞれが職責を自覚する。 

 自分や自分の所属組織も、地域資源のひとつであるという認識を持つ。 

■住民や多職種、機関等関係者の考えている事や役割を知り、理解し合う。 

 まず、自分（私）が関係者のことを理解しようと思う。 

 職種が持つ専門の殻を捨て（脇に置き）、連携したい関係者のことをよく知る姿勢

を持つ。関係者の立場で考える。 

 お互いの職種や専門性、守備範囲、視点、言語など文化の違い、大変さ、壁等を

知り（学び）、理解し合う。 

 それぞれのできること、できないこと、ストレングス（強みや力）等を理解し合

う。 
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 多職種（専門職）の役割を理解するときに必要なことは、専門的役割だけではな

く、その方が働いている職場の組織の役割や方針なども理解する。 

 それぞれの立ち位置（根拠に基づいた職種や組織の社会的な役割）について共有

し合う。 

 日頃から、関係者がどのような仕事を、どのような方針でしているのか等把握し、

理解している。（コミュニケーションを取っている。） 

 それぞれの持つ使命に沿ってどんな役割が果たせるのかを考える。 

 住民や多職種等に対して、「～だろう」「～であるべきだ」「～のはずだ」という考

えで向かうのではなく、まずはお互いが話し合える場を設定し、話し合いを重ね、

なぜこの話し合いが必要なのかを理解し、お互いの納得を得て進める。 

 地域が見えると、自分の役割が理解でき行動に移せる。 

■課題を「自分事」として置き換えて考える。 

 専門職も行政職も、自身が生活者であることを念頭に置く。 

 「生活している人」「人が生活している地域」を対象としていることを忘れない。 

 個別事例を通して、生活者の視点（当事者目線、住民目線）を持って、自分が地

域でどのように安心して暮らしていきたいかを考える。 

 「明日は我が身」であり「お互いさま」でもある。「自身や家族にとっても生活し

やすいまち」に近づけるように、時間やエネルギーを費やすほうがよいと考える。 

 今起こっている問題は自分にも起こるかもしれないという意識を持つ。 

 今対処をしないと、将来、社会的な問題に発展しかねないという意識を持つ。 

 身近な事例の検討を様々な職種で検討し過程と結果を積み重ねていくことで、自

分事として考える訓練を積む。 

 課題に対して、関わる者の誰かが（自分が）担わなければならないという認識を

持つ。 

 お互いに意見を出し合い、真剣に話し合う中で「私は、誰に、何ができるのか」

を常に考える。このプロセスの中で育っていく。 

■課題解決に取り組むチームとしての認識を持つ。 

 住民や多職種等と同じ課題に向き合っていることを共有する。 

 共に作っている、共に悩み、考えている気持ちを素直に出し合う。 

 自分の職種や立場としての意見だけではなく、その立場をこえて同じ目線で一緒

に考え、意見を出し合う。（この関係性をつくる。） 
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 それぞれの弱みを指摘し合うのではなく、それぞれの役割や立場を理解して、お

互いの弱点を補い合えるような関係づくりをする。 

 自分の職種の強みと限界を理解することで自分だけではできないという確信がも

てる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

コラム №１  “訪問看護師として思うこと” 

 

訪問看護師は、対象者の居宅を訪問して、主治医の指示・連携により、療養上のお世話や必要な

診療の補助等を行うことで、病気や障害があっても、医療機器を使用しながらでも、住み慣れた住

まいで最期まで暮らせる支援を多職種との連携により行う仕事であり、支援の内容は、医療的なケ

アに限らず、年金や障害関連の申請といった様々な福祉的支援等含む生活支援そのものになってい

ます。市町村や介護支援専門員等との連携は欠かせませんが、近年は、関係者に相談をしても対応

策が見いだせない困難事例に悩まされることが多くあります。対象者の特性や制度の狭間等で既存

のサービスが使えない対象者は、医療どころか衣食住の確保も危ぶまれ右往左往してしまいます。 

そんな現状を目の辺りにして思うことは、問題の要因分析や将来的な予測が立てられるような支

援体制（スーパーバイズ等）や問題をしょうがないとするのではなく自分事として考え合い、対応

策が導けるようなチームづくりの必要性です。 

このような必要性（課題）を考え合える場づくりへの発信を、「誰か」ではなく、訪問看護師も

含め、それぞれの関係者が主体性を持って行っていく必要性を痛感しています。 

 

（貢川訪問看護ステーション所長・訪問看護師 雨宮きよ子） 
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③ 地域ビジョン（目指す姿）の理解と共有 

どのような地域ケア会議が必要なのかを見極めるためには、前述した要素「①個人や地

域の実態・特性の理解」で示した情報や課題を、要素「②自己・他者・地域の変容課題の

自覚化」で示した自分事としての自覚化に基づき、“自分の住んでいる地域がどうあったら

よいか”“そのために自分だったら何ができるか”等地域ビジョン（目指す姿）を住民や多

職種等関係者との十分な議論により描き、共有し合うことが重要になります。この地域ビ

ジョン（目指す姿）が、地域包括ケアの実現に向けたそれぞれの市町村等における地域づ

くりの構想につながるものであり、高齢者保健福祉計画、介護保険事業計画や地域福祉計

画等で示されている（示していく）必要があります。 

 

≪細分化された具体例≫ 

■自分の所属している組織や部署で、地域包括ケアの目指す姿（地域像）を考え、共

有する。 

 自分の住んでいる地域がどうあったらよいのか話し合う、確認し合う。 

 自分の住んでいる地域がどうあったらよいのか具体的なイメージを描ける。 

コラム №２  “介護支援専門員としての役割” 

 

私たち介護支援専門員が支援する方々は、様々な“生きづらさ”や“生活のしづらさ”と言った『生

活ニーズ』を抱えています。 

『生活ニーズ』ですから、その方々が暮らしている、生活している『地域』にも目を向けなければ

的確なアセスメントはできず、有効なサービス計画は作成できません。地域で生活をしている方々な

ので、地域で解決する課題もある、地域でなければ解決できない課題もある、より良い解決方法が地

域にあるのではないか、という視点を持つことが必要ではないでしょうか。 

介護支援専門員が担当するのは個人ですが、個人の支援の延長線上に地域課題が見えてくることが

あります。個人の課題を解決して行くことが、そこで暮らす住民が生活しやすい地域を作ることにつ

ながる、そんな意識を持ち地域ケア会議に参加し、情報提供を行い、意見を述べる、これも介護支援

専門員の大切な役割と考えます。  

 

（山梨県介護支援専門員協会理事・介護支援専門員 茂木そのみ） 
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 自分たちの組織は何をすべき組織であり、そのために何を目的にどう動くのかを

考え、確認し、組織全体が一つになる。 

 職員全体が認識しなければならない。上司を含めた学習会を行う。 

 イメージした事、思いを共有、夢を語り合う。 

■目指す地域をつくるために、関係する人たちが、自分だったら何ができるかを考え 

る。 

 

 

 

・ 自分は高齢期をどう過ごしたい（暮らしたい）ですか？ 

・ 自分が高齢期になった時、どんな地域（町）であって欲しいですか？ 

・ 自分の住んでいる地域にどんなことがあったら安心して過ごせるでしょうか？ 

・ 自分が高齢期になった時、生活を支えるどんなサービスがあったらいいです

か？ 

・ 自分の老後はどうなっているでしょう？自分の老後をイメージしてみましょう。 

・ 自分の親にはどのような老後を過ごしてもらいたいですか？ 

・ これから更に加速する高齢社会をどう支援していったらいいでしょう？  

・ 自分の町の○○さんの想いを叶えたいけど私たちは何ができるだろう？ 

・ 自分や地域ができることは何ですか？何が必要でしょう。 

 

 

 

 

④ 地域ケア会議の目的・機能の理解と共有 

それぞれの市町村等における地域ビジョン（目指す姿）の理解と共有の上に、そこに至 

るための地域ケア会議について、法的な根拠の確認や既存の会議等の活用も考えながら、

必要な機能等を明確にした地域ケア会議の目的を共有し合うことが必要です。地域ケア会

議の目的や機能、全体像等の基本的な理解については、昨年度発行の手引きでまとめてい

ますので、参考にしてください。 

 

 

私は目指す地域を共有化するためにこんな投げかけをしました！  



14 
 

≪細分化された具体例≫ 

■地域ケア会議とは何かを知る（学ぶ）。 

 法的な根拠（位置づけは？歴史や背景、社会情勢は？取り組みの現状や課題は？） 

 既存・類似する会議の機能等の確認や整理等をする。 

 既存会議を充実させることで、地域ケア会議の機能の強化を図る。 

 先駆的・先進的な取り組みを知る（学ぶ）。 

■地域ケア会議の概念と目的について関係者と共通理解する。 

 地域包括ケア推進の一つのツールとして地域ケア会議があることを理解する。 

 地域ケア会議という言葉や形式にこだわらず（抵抗感をもたず、惑わされること

なく、担当者が目的・機能・方向性を十分理解した上で関係者とも共有する。（目

の前にいる「人」がどのような生活ができるとよいのか。） 

 地域ケア会議の具体的なイメージ化を図る。 

 一つのツールとしての機能を理解する。 

■主催者（市町村や地域包括支援センター）から、地域ケア会議の概念や目的を地

域に情報発信し、理解の浸透を図る。 

 関係者に広く地域包括ケアシステムの構築や地域ケア会議の目的等を周知し、理

解を得る。 

 地域ケア会議に参画することが、専門職や組織にとって何らかのメリットがある

と感じられれば関わりやすくなる。たとえば専門職であれば、自分が関わってい

るいわゆる困難ケースを、地域ケア会議で取り上げられ、少しでも解決につなが

る要素が感じられれば参画する意義を感じることができる。 

 地域ケア会議に参加することで、自分の活動に得るものがあると認識でき、活動

に活かせる。 

 地域ケア会議の参加者は、地域住民ことをよく知る立場にあり、地域のことを検

討するために欠かせない役割をもつことの意識をもってもらう。 
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・ 地域で暮らす人々の「命と暮らしを守るため」の会議である。 

・ 課題を一人で抱え込まないための会議である。 

・ 住民がその地域で安心して生活し続けるにはどうしたらよいかを話し合う場で

あり、その方法のひとつである。 

・ 課題を解決していくための会議である。 

・ よりよい地域を築いていくための手段である。 

・ 地域ケア会議は縦割りではなく横串を通す場である。 

・ 個人の課題を解決していくことが、そこで暮らす住民が生活しやすい地域をつ

くることにつながる。 

・ 関係機関・者と、個別事例の検討を丁寧に積み重ねていくことで個別支援の充

実が図られるとともに、地域課題を発見し地域に必要なサービスについて話し

合えるようになる場である。 

・ 仕組みをつくる場やその方法のひとつが地域ケア会議である。 

 

 

 

⑤ 地域ケア会議の運営の工夫・配慮 

地域ケア会議の開催にあたっては、会議の目的や開催方法、名称の工夫等について十分

な検討を行った上で、会議に参加する関係者への丁寧な周知により理解を得ておく必要が

あります。また、会議の場における配慮として、参加者が自発的に発言できる場づくりや

プライバシーの遵守等を行う必要があります。 

 

≪細分化された具体例≫ 

■開催目的を明確にする。 

 目指す姿や方向性、そこに至る課題を明確にする。 

 関係する職員等全員の理解に努める。 

■開催方法（開催日、開催頻度、参加者、方法、内容等）を検討する。 

 事前の話し合いには時間をかける、話し合いの過程を大切にすることで、目的の

共有や共に取り組むチームづくりが熟成される。 

 参加者の選定にあたっては、参加者の立場や役割、状況がつかめている。 

私は地域ケア会議をこのように考えています！ 
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 多職種による課題解決に向けた視点を考える。 

 参加者がより共通して考えることができる内容（課題等）を設定する。  

 参加者に添った資料作成を行う。 

住民の声の反映、見える化（目で示せる、数値化・表やグラフの使用等） 

 会議進行のルールをつくる。（役割の均衡や負担軽減等を図る。） 

 定期的に会議を実施していく。継続することで、地域の問題点や特徴などが見え

る会議になる。 

 会議内容は、事前に核になるメンバーで「たたき台」を作り、会議を進めていく。

（事前準備をしっかりする。） 

 関係する職員等全員で検討する。 

 ■地域ケア会議の名称を工夫する。 
 「地域ケア会議って何？」という、地域ケア会議という名称や枠に惑わされがち、

会議の必要性や目的、機能が明確であれば、地域ケア会議と言わない方が住民や

関係者の理解を得られやすいかもしれない。 

 会議の目的や機能に応じて、関係者が理解しやすいものとする。 

地域毎に、わかりやすい・親しみやすい名称（愛称等）に変更することで、敷居

が下がり、参加しやすくなったり、目的の理解も得られたり、効果が得られる可

能性がある。 

■開催前に参加者に会議の周知をする。 

 地域ケア会議の意義等を含め、会議の趣旨、目的等を参加者に実際に会って（で

きる限り）、具体的に説明し、理解を得ておく。 

 どうしても参画してほしい人材には、主催者側からその意味と誠意ある参加依頼

や提案を出す。 

■参加者が自発的に発言できる（参加者が参加している意義を自覚できる）場づくり

をする。 

 会議では、はじめに主催者が目的をしっかり伝えること、自由な意見が交換され

ること、会議内容を整理できること。 

 話し合いの内容をホワイトボードなどに整理しながら進められると効果的である。 

 進行役（ファシリテーション）は 

・ 地域ケア会議の目的を常に認識する。 

・ 参加者の属性や立場を踏まえる。 

・ 押しつけはいけないが、意図をもって進める。 
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・ 参加者には一人一言発言してもらうようにする 

・ 発言者の発言内容（想いや背景等）をくみ取る努力とキャッチできる力を養う。 

・ 現状や課題を参加者が共有、イメージしながら検討できるよう工夫する。 

・ 難しい言葉（専門用語等）は使わない。 

・ 次につながるような進行とまとめを行う。 

・ 参加者が応えやすい問いかけ、話し合いのテーマは具体的にする。 

例えば、「あなたのできることは何ですか？」「現在あるないに関わらず、あな 

たが地域で生活するにあたりこれがあったらいいな、と考えるものは何です

か？」「自分が今まで担当したケースで困ったケースの内容は？」等 

・ 楽しいと思えることを大切にする。 

■プライバシーを遵守する。 

 検討上必要な情報と不要な情報を棲み分ける。 

 参加者と個人情報の保護について確認する。 

 ■他の参加者、意見への批判はしない。 

 

 ■会議への本人や家族等の参加は、一律で考えず、目的や後の波及等を考え、ケース

バイケースの対応をする。 

 

⑥ 地域ケア会議の実践の評価と継続 

地域包括ケアを実現していくための取り組みとして、地域ケア会議の実践の評価と、

評価に基づく継続性が欠かせません。取り組みを続ける中で、そのプロセスを振り返る

こと、住民や多職種等との連携の強化、協働の形を模索しながら成功体験を積み上げて

いくことが重要です。 

 

≪細分化された具体例≫ 

■取り組みの振り返りを必ず行い次のステップとする。 

 関係者間での取り組みの共有や振り返りを行う。 

 取り組みのプロセスを大切に振り返る。 

 各地域等における取り組みについて、効果的なかかわりや課題等を同じ視点でまと

める。（共通項を見出す。） 

 取り組みの展開を多角化（幅広い展開等）や効率化の視点でみる。 
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■住民や関係団体、多職種等との主体的な連携を評価する。 

 住民や多職種等の主体性を持って連携が図られているか。（関係者間が対等な立場

で主体的に行う連携＝協働はできているか。） 

 地域の関係者と顔見知りの関係性が築けているか。 

 取り組みの目的や課題等を共有できる仲間（住民等関係者）の存在がある。 

 住民や関係団体、多職種等、連携主体に多様性があるか。地域のネットワーク体

制は十分か。 

 住民が地域に関心を持てているか。地域にづくりに参画できているか。 

 共通意識を持った仲間を増やす。 

 共に考えるだけで無く、お任せし、お任せしてもらえる関係をつくる。 

■取り組みにおける成功体験等を多くの関係者が持ち、共有する。 

 「個別事例の課題が多職種による協議により明確化され支援につながった」「地域

の方々と地域課題の把握や共有、対応策を考えることができた」等、具体的な取

り組みを関係者と学び合う。 

 取り組みのプロセスや解ったこと、発見したこと、課題等内容をまとめて、地域

住民等関係者にフィードバックする。 

 失敗体験も「成解」※につながる大事なステップであると捉える。 

※「成解」・・・その現場を成功に導く解決方法として、「正解」とは区別して用いられている。 

 会議における自分の発言、意見が、支援や取り組みに活かされた体験を持つ。 

 自分達の声が、地域を変えるという実感が持てる。 

例えば、自分たちの提案や意見が届いたことで地域の課題解決につながった、地

域を変えることができたという体験を持てる。 

 すぐに取り組める課題から始めて、解決できた達成感を味わう。 

 実践事例の収集をする。事例の積み上げをする。 

 実践における成果等の普及を研修会の開催等により積極的に行う。 

■地域や関係機関におけるキーパーソンが発掘できる場にする。 

 

■会議や取り組みを継続する。 

 関係者とともに、有意義な検討を積み重ねていく。 

 

 



19 
 

 継続するために大切なこと 

・ 「やってみようか」というちょっとした“勇気” 

・ うまくいかなくてもめげない“熱意” 

・ あきらめない“根気” 

・ アドバイザーの確保（迷ったり、悩んだりした時の相談役） 

・ 「ちょっと楽しい！！かも」と思えること 

・ そんな気持ちを共有できる仲間（関係者や住民も含め）の存在があること 

 

⑦ 個人や地域を理解・支援するための専門性の研鑽 

個人や地域の理解から始まり、地域のビジョン（目指す姿）や地域ケア会議の目的の理 

解や共有、会議の運営や実践の評価等いずれにおいても、関わる専門職の専門性に基づく

アセスメントやコーディネート、予測力等が地域ケア会議の質の担保等のためには欠かせ

ません。特に、関わりのプロセスにおいて、専門職としての自己の考えや経験を内省し続

けることにより専門性の研鑽をしていくことが重要です。 

 

 ≪細分化された具体例≫ 

■個人や地域を理解するための専門性（視点やスキル等）のスキルアップに、それぞ

れの専門職が取り組む。 

 困難事例の解決のためには、課題を整理する力をつける。 

 個人や地域の自立支援のためのアセスメント力をつける。 

 見えていないもの、声になっていない住民ニーズや想いを把握・発信することが

できる。 

 見極める力や予測力を養う。 

 定期的な自己覚知を行う。 

 経験からの教訓を得る。 

■会議やその体制づくりを推進する機関や専門職は、現場（対象）に対するアウトリ

ーチ体制の構築、コミュニケーション力、その上にファシリテーション力を付ける。  

 

 ■地域ケア会議での話し合い、学び合いにより関係機関・者の力量アップを図る。 

 

 ■地域包括支援センター職員の資質向上に取り組む。（個別支援をバックアップし、

住民を巻き込んだ活動を展開するには、地域包括支援センターの存在が大きい。） 

 地域包括支援センターのコーディネート力を強化する。 
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コラム №３  “介護支援専門員としてできること” 

 

介護支援専門員として地域で何ができるのかをしっかりアピールしていく必要がある。 

≪介護支援専門員としてできること≫ 

・利用者の個別性のある情報提供。 

・適切なアセスメントに基づいた、利用者についての情報提供。 

・認知症のケースや独居高齢者等のケースについて情報提供をすると共に、地域で支えていくた

めにどのようなネットワークが必要か、どんな社会資源があるか、またどんな社会資源が不足

しているか、必要な社会資源は何かを情報提供し、一緒に検討すること。 

・地区ごとなど小規模な会議に参加し、そこで議論された課題などを介護支援専門員として明確

にしていくこと。また、その明確にされた地域課題を蓄積して地域の課題としてその上の会議

(地域ケア会議)に提案していくこと。 

・ネットワークづくりを通して、それぞれの弱みを指摘しあうのではなく、お互いの役割や立場

を理解して、お互いの弱点を補え合えるような関係を作っていくこと。 

・山梨県の介護支援専門員のネットワーク作りは(社)山梨県介護支援専門員協会と連携を図り、

構築していくことが出来る。また、協会には、地区支部があるので、保健所圏域ごとのネット

ワークも構築することが出来る。 

・民間事業所の主任介護支援専門員と地域包括支援センターの主任介護支援専門員が連携を図る

ことで、市町村単位での、介護支援専門員の育成・地域課題への意識づけとネットワークの構

築ができる。  

 

（しらゆり居宅介護支援事業所在宅管理部長・主任介護支援専門員 鈴木伸治） 
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第２章 

 
 
 
 
１ 「医療現場から“専門職としてのやりがい、現役だからできること”」 

   －コミュニティの再構築へ、相互理解・協力、気軽なコミュニケーション、 

信頼関係づくりの場として、地域ケア会議は要である－          

内藤亮（韮崎市国民健康保険韮崎市立病院 医療ソーシャルワーカー） 

 
 私が現在関わらせていただいている韮崎市では、毎月１回地域ケア会議が行われていま

す。参加メンバーは、地域包括支援センター、行政（介護、福祉）、保健センター、社会福

祉協議会、介護支援専門員（居宅）、病院が常時で、その時の内容によって他の職種も加わ

ります。私もそのメンバーの一人（病院、医療ソーシャルワーカー）として参画していま

すが、会議では病院としての立場（できること）、視点などを意識して発言するように心掛

けています。多職種がその時のテーマごとにそれぞれの視点、立場、考えなどを意見交換

し合うことで、多職種のポジショニング（できること、できないこと、ストレングスなど）

を理解することができ、お互いにお互いのことを共有しながら“協働へ”とつなげていけ

るため、地域ケア会議を開始する以前と比べてスムーズな連携ができるようになった（特

にこれまでは連携することが比較的少なかったポジションとの連携、たとえば、経済的に

問題のあるケースで、市役所収納課の担当職員の会議への参加など）と感じています。同

時に、「多職種の視点」、すなわち、相手の立場でひとまず考えてみることで、それまで気

づくことができなかった“新たな発見”があり、あらためて様々な角度から考えてみるこ

との大切さを学ぶことができたのも収穫でした。また定期的な顔合わせは「信頼関係の構

築」へもつながり、コミュニケーションがより取りやすくなったことで、ちょっとしたこ

とでも、「このことはこの人に聞いてみよう」という発想、行動が伴うようになり（疑問を

そのままにしない、フットワークの軽さ・柔軟さ）、結果として、それぞれの日々の業務が

しやすくなった、具体的に言うと、「韮崎市におけるケースワーク、コミュニティワークを、

地域ケア会議という方法・機会を通して、韮崎市としてその情報を共有でき、実績を積み

重ねていくことで、一緒に考え、実践できる土壌が韮崎市において整備されつつある」よ

うに、私は感じています。地域ケア会議が開始される以前は、様々な場面において、一個

人、一組織が負担を強いられることが正直多かったような気がしていましたが、地域ケア

会議が開始されてからは、専門職としての共通目的である「クライエントの自己実現の達

成」や「地域貢献」といった旗印のもと、多職種によるチームアプローチが少しずつです

が定着してきたように私は感じています。また多職種協働などによる「目に見える部分の

地域ケア会議に主体的に関わるための提言 
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メリット」だけでなく、「地域のなかで認識を共有できる仲間」が増えたことによる“心強

さ”、実績ができることによって得られる“適度な自信”、コミュニケーションが定期的に

取れるという“安心感”などの「目に見えない部分のメリット」も大きく、まさに「地域

包括ケアシステム構築への第一歩を韮崎市でもスタートさせることができた」と言っても

よいのではないでしょうか。今後についてですが、上記をベースにしつつも、さらに「地

域の実情を把握して、地域施策に反映させていくためのシステムづくり」（たとえば、声な

き声をいかにピックアップできて、なるべく早期発見、対応できる地域における“仕組み

づくり”としての「予防的創造的なネットワークの構築」や、またそれらを「地域へ情報

発信していく」ことなど）が実現できるように、草の根的であり、かつ先を予測した実践

が必要になってきていると感じます。そのためには、専門職ひとり一人がより積極的に地

域ケア会議に参画することで、議論を積み重ね、それを実行、評価していく、その循環こ

そが、会議内容を、また専門職の意識を向上させることになり、結果として「地域住民が

より幸せになっていく」ことにつながるのではないかと考えます。現在、今後の少子超高

齢社会に対して、韮崎市としてどう向き合い、コミュニティを再構築させるための方法、

機会のひとつとして、地域ケア会議がその役割を果たすことができるように、現役世代で

ある私たち専門職がその真価を問われている、と私は考えます。 

 

さて、上記のように、私はある意味“当たり前のこと”として、医療ソーシャルワーカ

ー（以下、MSWとする）の立場で、地域ケア会議に参画していますが、地域によっては、実

は“当たり前ではない”ようです。私が現在、韮崎市の地域ケア会議に参画できている要

因として、所属組織が「韮崎市立病院」であるため、つまり「公立病院のMSWであるため」

という理由が考えられ、実際に事実だと思います。逆に言うと、「公立病院がある地域は地

域ケア会議に医療関係者が参加、参画しやすいが、公立病院がない地域では医療関係者が

参加していることが少ない、していない」と言えるのかもしれません（その地域の実情に

もよるかもしれませんが）。現在、至るところで目にする「地域包括ケアシステム」におい

ても、「医療との連携」は５本柱の一つとされ、専門職であれば、その重要性を疑う人はい

ないと思います。つまり、「地域ケア会議のメンバーに医療関係者の参加、参画は必要」で

あり、その理由は、「生きていくうえで医療は不可欠だから」と言えると思います。人間が

その地域で生活し続けていく以上、体調不良や怪我などは想定できることで、医療との関

わりはかなりの確率で誰にでも起こり得ることだと考えられます。そういった場合を想定

した仕組みづくりも地域ケア会議における重要な要素のひとつであり、緊急時に医療機関

と連携を取りやすくするためにも、日々の業務もそうですが、地域ケア会議のメンバーと

して事前に関係を構築しておくこと、お互いの職種や役割を理解しておくこと、地域課題

やニーズを共有しておくこと、などはやはり大切なことだと思います。医療機関も「地域

資源のひとつ」です。どの地域にも病院あるいは医療機関は存在すると思います。医療機

関側も診療報酬の改定など国の方針などもあり、これまでの「病院完結型」から「地域完
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結型」へと方向転換をしていく必要があり、「地域包括ケアシステムの大切さ」は理解して

いるはずです（もっとも“国保直診”である医療機関は、地域包括ケアの先駆けであるた

め、診療報酬改定とは関係なく、以前から地域連携に取り組んでいますが）。現時点で地域

ケア会議に医療関係者が参加していない地域においては、まずは地域ケア会議を開催する

側（行政や地域包括支援センター）から医療機関へ会議の趣旨を含めて声掛けを行い、参

加、参画を促してみることが大切だと私は考えます。以下に、「医療関係者に地域ケア会議

に参加、参画を促すためのポイント」について、現時点での私の考えを述べてみたいと思

いますので、参考になれば幸いです。 

 

１）現時点で私が考える医療関係者に地域ケア会議に参加、参画を促すためのポイント 

① 地域ケア会議の趣旨の説明（お互いのメリット、ｗｉｎ‐ｗｉｎの関係づくり）。 

・生きていくうえで医療は不可欠だが、それだけでは充分ではない。「生活が成り立たない

と医療も成り立たない」ため、地域の仕組みをつくること＝「地域包括（医療）ケアシ

ステムの構築」が必要、そのための方法や話し合いの場として「地域ケア会議」がある

こと。 

・「病院完結型」から「地域完結型」への移行も同様の理由から。地域で一緒に考え、解決

へと進めていくこと。 

・そのためには、お互いの職種や役割を再度理解し合うことから始めること。今さらかも

しれないが、なんとなくではなく、「根拠に基づいて理解すること」が大切。理解したう

えで議論したほうがはるかに効果的である。 

・定期的に顔を合わせて、話し合いを重ねることで「信頼関係」が構築されると、日々の

業務もしやすくなる。 

・多職種の視点を学ぶことができると、お互いにとって、できること、できないこと、ス

トレングスなどを理解でき、有益であるから。 

② 医療機関を理解すること。 

・一次・二次・三次救急について理解すること。 

・病院の種類・役割（まずは急性期病院の役割が理解できると他も理解しやすくなるはず）

について理解すること。 

・その地域における救急体制について理解すること。 

・地域にある医療機関を地域資源のひとつとして把握すること。 

・「地域医療連携室」、「医療相談室」、「MSW」について理解すること。 

③ MSWを巻き込むこと。 

・“Ｍ”がついただけで“ＳＷ（ソーシャルワーカー＝社会や地域で活動する人”である。 

・MSW業務指針にも「退院支援」、「地域活動」が明記されている。 

・診療報酬上の加算がある。「退院調整加算」、「介護支援連携指導料」など。 

・「地域医療連携室」や「医療相談室」で“福祉の専門職”としての役割を担っているため、
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病院内外との「窓口・橋渡し」と成り得るから。 

・医師や看護師や薬剤師などの利用従事者ともつながりやすくなるから。 

④ 色メガネをかけないこと。 

・医療機関への何らかの苦手意識（過去の自身の経験、医療職や医療そのものへの理解不

足など）があり、それが原因となって医療機関との関わりが薄く、慣れていないため、

他機関と比べてコミュニケーションが少ないと「負の連鎖」となってしまう。上記②③

が有効である。 

・まずは、相手の立場やニーズを考えてみることが「関係づくり」への近道になるはず。 

⑤ 窓口が明確でない医療機関の場合は、“キーパーソン探し”からはじめること。 

・医療機関のなかには、MSWや地域連携室、相談室が存在しないところもある（法律上の義

務規定がないため）。ただ「病院外との窓口の役割を担っている存在」がいるはず。その

人や、もしくは、日々の関わりにおいて「この人なら比較的話しがしやすい、あるいは

理解してくれそうだ」などと考えられる人に連絡し、相談すること。 

⑥ 「どうしても医療機関側の参加、参画が必要である」という熱い想いを伝えること。 

・参画を求める際には「熱心に誠意ある想い」を伝えること、また参画者へは「感謝の意」

を伝えることで、お互いが気持ちよく関わることができ、その後の「信頼関係の構築」

や「地域連携」などへもつながりやすくなる。 

 

 上記は、「医療関係者を誘う場合」という意味合いでの私が考えるポイントを記してみま

したが、医療関係者側も地域ケア会議を理解し、積極的に関わる姿勢を示すことも大切な

ことだと思います。つきましては以下に、医療職だけに限定しているわけではなく、また

上記と重なる点もありますが、「地域ケア会議に専門職や組織が“自分ごと”として関わる

ために必要だと現時点で私が考えること」についても述べてみたいと思います。 

 

２）地域ケア会議に専門職や組織が“自分ごと”として関わるために必要だと現時点で

私が考えること 

① まずは、主催者側（行政、地域包括支援センター）から、地域ケア会議の概念や目的

を地域に情報発信し、理解を浸透させること。 

→地域ケア会議に参画することが、専門職や組織にとって何らかのメリットがあると感じ

られれば関わりやすくなるのでは。たとえば専門職であれば、自身が関わっているいわ

ゆる困難ケースを、地域ケア会議で取り上げられ、少しでも解決へとつながる要素が感

じられれば参画する意義を感じることができる。 

② その上で、主催者側から参画してほしいと考えている人、組織に対して、「地域ケア会

議で、あなたにはこの役割（たとえば職種や所属組織の種類など）を担ってほしいか

ら参画してほしい」と参画者の立場（やること）を明確にすることにより、参画する

側も参画しやすくなると考える。 
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→まずはそれぞれの立ち位置（根拠に基づいた職種や組織の社会的な役割）について共

有し合うこと。次第に話し合いを重ねていくと、お互いのできること、できないこと

が再確認できると同時に、グレーゾーン（隙間）が観えてくる。そこへのアプローチ

の必要性、誰がやるのかなど、地域の課題やニーズが具体的になってくると「このケ

ースはお互いが一歩ずつ踏み込んでみようか（協働）」、「～を達成するためにチームを

組んで対応した方がよいのではないか」など、自身や組織としてできること、お互い

に力を合わせることの必要性などが議論されるようになってくることが考えられる。

誰か一人やある組織のみが負担を強いられるのではなく、「地域に関係しているみんな

で一緒に考え、行動して、解決へ向かってなんとかしていこう」という意識が浸透し、

同時に信頼関係も構築できることで、現在よりもコミュニケーションが取れやすくな

り、連携もしやすくなるはず。地域の中での良好なネットワークが構築できれば、参

画についてもお互いに誘いやすく、また承諾しやすいはず。 

⇒だから『地域ケア会議には多職種の参画が不可欠である』という結論。 

③ 専門職も「自身や自身の所属組織も地域資源のひとつである」という認識を持つこと。 

→専門職、組織として、誰かの役に立つ、地域に貢献することへの喜び、充実感。 

→地域のなかに信頼や安定などがあるから、自身や組織が役割を果たすことができる。 

→専門職であると同時に地域住民でもある。「明日は我が身」であり「お互いさま」でも 

ある。縁あってその地域で専門職として活動している以上、「自身や家族にとっても生 

活しやすいまち」に少しでも近づけるように、時間やエネルギーを費やした方がよい 

はず。過去は変えられないが、現在、今後はより良い方向へ変えていくことができる 

と考える。 

④ ミクロ・メゾ・マクロの視点をつなげて考えることで「自分ごと」としてとらえやす 

くなるのでは。 

⑤ どうしても参画してほしい人には、行政側から誠意のあるオファーを出し、「あなたの 

参画がないと会議が成立しない」という熱い思いを伝えることも必要。また参画した 

人には感謝の意を示すことも忘れない。 

⑥ 現役世代であるため自身の考えが地域の施策に反映されるかもしれない、という期待、 

喜びなどが専門職にあれば、積極的に参画する人も現れるはず。 

→地域ケア会議を開催する前段階として、まず地域の専門職や組織宛てに、「地域におけ 

る課題やニーズ」、「地域ケア会議に求めること」などのアンケートを送り、一度「地 

域について考えてもらう機会をつくる」ことで、専門職が地域のことを意識するきっ 

かけづくりができるのではないかと考える。 

→そのアンケート結果を確認しながら、地域ケア会議のメンバーの選別をしてもよいと 

思う。逆に言うと、すべての専門職や組織などに「自分ごと」として関わってもうこ 

とが望ましいが、難しい現実あるとも思える。 
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⑦ 「木を見て森を見ず」。自身が関わっている目の前のクライエントだけを何とかしても、

同様な支援を必要としている人が地域にいるのであれば、それに対応できる「しくみ」

が地域にあることが不可欠。その「仕組みをつくる場や方法のひとつが地域ケア会議

である」、という認識が共有できれば参画の必要性が理解できるはず。結局は日々の

自身の業務がしやすくなるはずで、同時にクライエントの幸せにもつながるはず。 

 

私は現時点で、地域包括ケアシステム=「その地域の中での循環的な“信頼関係づくり”」

と考えています。信頼関係が築ければ“なんでもあり”とまでは言いませんが、“大抵のこ

とはお互いに受け入れられるのでは”と私は考えます。同時に、連携=「コミュニケーショ

ンが取り合える関係がその地域にある」と考え、専門職や組織がお互いに「地域資源のひ

とつ」として、まずは自らの役割や責任を果たしながらも、その地域の共通課題やニーズ

に対して協働できるように、そのための地域における仕組みやルールづくりを話し合う場

や方法のひとつが「地域ケア会議」であると言えると思います。上記にも触れましたが、「生

活が成り立たないと医療も成り立たない」ため、地域ケア会議には医療関係者、さらには

多職種の参加、参画が不可欠なのです。 

 

私たち専門職が「他人ごと」ではなく「自分ごと」として、地域ケア会議に積極的に関

わる意識を共有していくこと（地域住民や関係者とも共有できることがより望ましいです

が、まずは専門職から）、同時に、日々の実践においても、山梨という地で縁あって協働す

る仲間とともに、一緒に考え、行動していくことが「地域包括ケアシステムの構築」、しい

ては「地域住民の喜び、幸せ」へとつながっていくことになるのではないか、と私は考え

ます。またそのことが現役世代として活動できる私たち専門職の「やりがい」であり「「醍

醐味である」と私は信じて、微力はありますが、これからも実践し、挑戦し続けていきた

いと思います。 
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病院の主な種類

◇急性期病院 ： 病気やけがをした時の受け皿

◇療養型病院（医療・介護）：

長期療養可能だが、医療は医療区分、介護は

要介護認定が必要

◇リハビリ病院 ： 一定期間リハビリを行う

◇精神病院 ： 精神疾患がある患者の受け皿

◇特定機能病院 ： 高度医療を提供する

（高度急性期）

2

医療機関について

◇一次救急：開業医・診療所

◇二次救急：地域にある急性期病院など

◇三次救急：救命救急センター（県立中央病院）

一次・二次・三次の連携によって「地域医療」が支
えられています。その時々の患者さんの状態に適
した医療機関にかかることが大切です

1

急性期病院の主な役割り

◇外来診療と入院診療がある
◇その地域における緊急時の受け皿
◇入院は、現時点で病気やけがのために、医師が
入院治療を必要だと判断した人を、本人または家族
の同意のもと（原則として）、一定期間受入れ、治療
を行う。

◇治療の場である
◇入院・退院はその医療機関の医師の判断である

3

急性期病院が入院を受けられない
主な理由

◇病院の医師がクライエントを診察して、入院の

必要性はないと判断した

◇クライエントの状態に対応できる医師がその医療
機関にいない、またそのための設備もない

◇その時にベッドが満床である

◇その時間帯、その日が地域の救急当番ではない

（夜間早朝や休日など時間外診療のとき） etc…

4

今後急性期病院に期待されること

◇「病院完結型」から「地域完結型」時代へ

⇒より“治療の場”としての役割りを担う

⇒医師が入院治療を必要だと判断した人に、その
治療目的で、優先的にベッドを利用してもらう

◇緊急時の受け皿（入院治療が必要な場合）

◇社会的入院をなくす

◇認知症や虐待が疑われる患者などを外来や入院
を機に発見し、その後フォローしてくれる関係機関
へとつないでいく

⇒早期発見・早期対応へ
5

地域（医療）連携室とは

■入院・外来を問わず、患者を受入れる調整や準備を行い、
来院日時等を決め、それを関係部門へつなぐ役割を担う。

ｅｘ.地域の病院・診療所、施設、介護事業所などからの紹介
や逆紹介などを担当することが多い。

⇒「病診連携」、「病病連携」、「施設や事業所との連携」など
地域の関係機関と連携する役割りを担うため「地域連携
室」と言われているが、実のところの明確な定義はない。

■多職種（医師・看護師・MSW・事務など）が存在する。

病院の“入口の部分”を担うことが多い

6
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医療相談室（医療福祉相談室）とは

経済的、社会的、心理的な心配事や不安などについ

て相談を受け、専門的な知識、技術、価値をもちいて、

クライエントが希望する問題解決へのサポートを行う

医療機関のなかでの「福祉の専門職」であるMSWが業

務を行う場所である。

・来院しても必ず行く場所ではない

・相談室を訪れる人には何か理由がある

7

医療ソーシャルワーカー

入院・外来を問わず、治療が必要な場合の医療費
の支払い、療養、今後の生活などについて、患者や
家族はいろいろな心配事を抱えている場合が多い

そうした患者や家族等の相談に対応し、福祉の立
場から様々なサポートを行うのが、「メディカルソー
シャルワーカー」（MedicalsocialWorker）で、その
頭文字をとってＭＳＷと呼ばれています。

病院内での“福祉の専門職”である

8

医療ソーシャルワーカー業務指針

◎ 主な内容は６つ

・療養中の心理的、社会的問題の解決、調整援助
・退院援助
・社会復帰援助
・受診・受療援助
・経済的問題の解決、調整援助
・地域活動

参考）添付資料

厚生労働省局長通知 『医療ソーシャルワーカー業務指針』

9

より良いパートナーシップを築くために

◇日頃からのコミュニケーション（キャッチボール）が大切

◇正解はない、だからこそ…

◇お互いの立場や役割りを理解し合うこと

→“違っていて当たり前”と考える

◇同じ時代に、同じ地域で、同じ志を持つ「仲間」の意識

◇地域ごとに定期的に顔を合わせる機会をつくる

◇継続性（草の根的な活動）

◇一度は“相手の立場”で考えてみる

◇お互いの“長所（ストレングス）”、“妥協点”を探す

◇“解決へ”と一緒に考え、行動する
10

普段から意識していること①

◇どうしたら目的を達成できるのかを考え、実践する

◇小さな変化から（第一歩をどう踏み出すか）

◇現状でうまくいかないのであれば、何でもいいから
これまでとは違うことをやってみる

→できるできないではなく、やるかやらないか

◇根拠を明確にする

◇新鮮さ

◇“よりベター”な関係づくり

◇“色メガネ”はかけないようにする
11

普段から意識していること②

◇困ったら基本に戻る、迷ったら前へ出る

◇仕掛ける・チャレンジすること（ワクワク、ドキドキ感）

◇虫の目・鳥の目・魚の目

→ポジショニングの確認

◇自分はどうしたいのか（具体的なイメージ）

◇常識を疑ってみる

◇変化は必然である

◇言い訳をしない、あきらめない、無理もしない

12
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普段から意識していること③

◇時には加工業（本質は変えない）

◇その時の“ベスト”を尽くす、“最大値”を出す

◇定期的な自己覚知

◇クライエントとの関係はその人が亡くなるまで
終わらない（一時中断することはあるが）

◇呼吸を合わせる

◇“見極める力“、”予測力”を養う

◇知らないことばかり（だから仲間が必要）

◇学びによる“充実感”、“新たな発見”
13

まとめ①

◎ MSWをもっと巻き込んでよい
①“M”がついただけで、原則は“SW”だから
②医療SW業務指針の「退院支援」「地域活動」
③診療報酬上の加算「退院調整加算」など

④入院期間よりも入院していない期間の方が圧倒
的に長い

⇒「生活が成り立たないと医療も成り立たない」

⑤医師や看護師や薬剤師などの医療従事者ともつ
ながりやすくなる

⑥その医療機関の中の“キーパーソン”は誰か
14

まとめ②

◎ お互いに理解・協力し合うこと
①相手の職種や組織を理解してから接触した方が
話しがしやすい（その場合は根拠に基づくこと）

②一度は相手の立場で考えてみる

⇒“新たな気づき”や“発見”があるはず

③お互いのストレングス・ウイークネス（できること、
できないこと）を整理し、“見極める力”を養う

④「クライエントの利益や地域貢献」という共通目
的を達成するために、一緒に考え、行動する

15

まとめ③

◎ “良好な関係”を築くことが最優先
①医療機関側が求めていることは何か

②WIN‐WINの関係づくりへ（お互いにとってメ
リットになっているか）

③時にはギブアンドテイクも大切

⇒入院・退院時の対応についての意識と工夫

④イベントや研修会などになるべく参加する

⑤やはり、日頃の業務の積み重ねが大事
16



１、はじめに
　日本は、世界史上最速で高齢社会を迎えている。1990年代は若者五人で一人の高齢者を支え、2010年代では
三人で一人を支え、2050年代では若者一人で一人の高齢者を支えると予測されている。この予測を自分事に引
き寄せると、私が80歳の頃には一人の若者に支えられる側になり、はたして自分らしく最期まで生き抜けるの
かと大きな不安を感じる。
　その高齢社会の最前線である地域包括支援センター（以下、地域包括）は、地域住民の生活を支える多角的
かつ柔軟な視点、個別支援から地域づくりまでの幅広い活動が求められている。確かに、はじめの一歩を踏み
出す役割は地域包括であるが、その後の力強い歩みは住民や地域の資源と繋がることが不可欠である。
　そのためには、「やるべき」の短期的な活動
ではなく、「やりたい」とみんなが思う継続的
な活動へ転換したソーシャルデザインの手法が
参考になる。今回、ユニークな地域づくりの事
例の分析や、「高齢社会を面白くする」弊社の
ビジョンをご紹介し、より実践的な展開へと踏
み出すきっかけになればと思う。

２、これからの個別支援
１）住民の視点から、業界の常識を見直す
　私はリハビリテーション（以下、リハビリ）の専門家である作業療法士として、病院や施設、訪問などで仕
事をしてきた。リハビリとは、病気や怪我をしてから病院に行き、医師の診察を受け、処方されて初めて利用
できる。介護保険ではさらにケアプランが必要になる。いわば、転んでからのリハビリであり、治療が主な役
割となる。
　私がひとりの住民としてリハビリ業界の常識を見直すと、「そもそも転ぶ前に手が打てないか」ということ
に気がつく。病院にかかるほどではないが、何となく足腰が弱くなって転びそうだが、どこに相談すればよい

のか。手すりをつけるなど自分の体の様子にあった住宅改修が必要そ
うだが、どこに提案をしてもらうのがよいのか。そういった漠然とし
た不安を感じ始める転ぶ前のタイミングで、リハビリの専門職がアド
バイスをすれば介護予防につながるのではないか。

２）できることから、はじめる
　その仮説は、実際に地域住民からアドバイスを求められた実践の中
で気がついたことでもある。私が伺っている田富荘デイサービスセン
ターの利用者の中から、自宅での生活に困っているので訪問してアド

30



バイスしてほしいとの要望があった。実際に訪問をしてみると、リハビリの基本的な知識と応用力があれば解
決できる問題が多々あった。他の利用者やケアマネージャーからも同じように訪問してアドバイスがほしいと
ご依頼を頂いた。ほどなくして南アルプス市の地域包括支援センターから、独自の事業として訪問型介護予防の
ご依頼を頂き、現在も継続して実施している。
　このように、ひとりの困りごとは地域の困りごとでもある。私は自分自身のリハビリという資源の提供を病
院から地域へとフィールドを変え、できることからはじめただけである。

３）転ばぬ先のリハビリ相談 　（詳しくはホームページ参照。RehaBankで検索  www.RehaBank.com）
　以上のような経緯から、地域包括支援セン
ターなどを経由して地域住民に必要な時に必
要なリハビリ相談を継続的に提供できるよ
うに、訪問型介護予防の「転ばぬ先のリハ
ビリ相談」という事業を立ち上げた。病院
にかかるほどではないが足腰が弱くなって転
倒しそうだという不安、体にあった福祉用31
具や住宅改修の評価・適合、家族の介護負
担軽減の提案、適切なリハビリサービスの
紹介など、漠然とした不安を整理し介護予防
につながるアドバイスを行なっている。
　あとは、各市町村や地域包括支援センター
が地域住民のニーズをどうくみとり、これらのサービスを導入するかが鍵になっている。

３、これからの地域づくり
　個別支援から地域づくりにつなげる視点は、昨年発行された「地域ケア会議等推進のための手引き」などで
明示されている。個別支援が専門の私たちが、経験したことのない地域づくりを考えるには、すでに他業界で
成功しているソーシャルデザインなどの事例を分析し、発想の転換や多角的な視点を学び、現場に足を運び、そ
の地域にあった進め方やすでにある資源の活用をするのがよいと考える。ここでは３つの事例をご紹介する。

１）ユニークな地域づくりの参考事例

（１）新興国での課題解決
　世界の貧困層の約半分が水の媒介する病気に苦しんでいる。毎日6000人が安
全でない飲み水を飲んで命を落とす。この「ライフストロー」は、個人携帯用浄
水器でどんな水でも飲み水に変えることを目指してデザインされた。
　これは水が原因で病気になる地域の課題を、様々な製品を設計するプロダクト
デザイナーという専門的な知識・技術によって解決し、間接的に安全で安心な地
域づくりに寄与したシンプルな例である。私たち専門職が地域の課題に多角的
な視点で向きあうと、もっとできることがあるのではないかと気づかせてくれ
る事例である。
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（２）葉っぱを売って、地域づくり　　株式会社いろどり（徳島県上勝町）
　いろどりでは日本料理を美しく飾るつまものと
して、山にある葉っぱを高齢者が拾って来て販売し
ている。年商は２億6000万円。中には、年収1000
万円を稼ぐ高齢者もいるという。商品となる葉っ
ぱにはカタチ、色、厳格な基準があるという。そ
の基準を示したイラストやタブレットを手に持
ち、高齢者が山に行く。収穫した葉っぱは、高齢
者自身がブロードバンド・ネットワークで全国の
市場の動向を押さえ、出荷する。
　この活動の根幹は、放置された里山と高齢者を資源として再生したことである。山に行き、葉っぱを探すだ
けでも体を動かすことになり、自然と介護予防となる。商品の基準と収穫した葉っぱを照らし合わせたり、市
場の動向を探るなど高度な知的活動が伴い、自然と認知症予防になる。さらにそれが経済活動となり、給与が
支払われ、孫におもちゃを買ってやるなど誰かに喜ばれ、役に立っているという自己充実感や自己実現につな
がる斬新な事例である。

（３）越後妻有アートトリエンナーレ 大地の芸術祭（新潟県十日町、津南町）
　大地の芸術祭は、３年に１度、越後妻有の里山で開催される。東京23区よりも広い760k㎡の面積の200の集
落に世界のアーティストが手がけた200を超える芸術作品が展示される。この活動の中心人物である北川フラ
ム氏は講演の中で、「高齢者の自殺を減らしたかった」と、当初から過疎化に目を向けた事業だと明言してい
た。かつては大規模生産に向かない棚田での米づくりは後継者が不足し、若者は町へと出て、集落には高齢者
のみが取り残された。高齢者は自分の大切にしてきたものが捨て置かれ、誇りが失われていた。
　この芸術祭は、畑や住宅の一間、廃屋、廃校などの私有地にアートをつくる。わけのわからないアート作品
を私有地に置きたいと言われても、当然、地主は拒否をする。作品をつくるアーティストと地主のやりとりか
らコミュニケーションがはじまり、お互いがこの土地のために何を残すのかを一緒に考える仕組みになってい
る。アートを作るには気の遠くなるような作業があり、アーティストひとりでは到底できない作業を、見るに
見かねて集落の住民が手伝う。開催中の３ヶ月間に日本や世界のあちこちから３万人以上が訪れる。
　私もこの芸術祭に参加した。確かに、住民がイキイキとしていて、作品の受付、説明、お茶を出したりとお
もてなしをしてくれる。どこからおいでなさった？という世間話から、この作品のアーティストとこうやって作
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